
改 定 前 （旧） 改 定 後　（新） 備考 改廃権限 施行予定日
投資一任契約締結時交付書面 投資一任契約締結時交付書面

経営執行委員会 2022/5/9
〒107-0052
東京都港区赤坂1丁目9番13号
三会堂ビル1階
株式会社 お金のデザイン
代表取締役社長 山辺 僚一

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町1-3
東京ガーデンテラス紀尾井町
紀尾井タワー　13階
株式会社 お金のデザイン
代表取締役社長 山辺 僚一

（変更）

（略） （略）

３　契約期間及び契約の解除：
 本契約の有効期間は、効力発生日から１年間です。ただし、期間満了日の１０営業日前までに
お客様又は当社から書面又は電磁的方法による契約終了の申出がない限り、この契約は１年間自
動的に延長され、その後もまた同様です。
 お客様の指定証券口座に係る契約が解約された場合その他この契約以外の当社との契約・取引
に係る約款・規程に規定される解約事由に該当した場合、当社は、直ちにこの契約を解約するこ
とができます。
 お客様又は当社は、上述の有効期間中に中途解約を希望する場合は、１０営業日前までに相手
方に対し書面又は電磁的方法をもって当社所定の方法による解約の予告をしなければなりませ
ん。中途解約がお客様によってなされたときは、当社は、解約月の支払済み投資一任運用報酬を
返還いたしません。解約時には、投資対象はすべて売却し現金化いたします。

３　契約期間及び契約の解除：
 本契約の有効期間は、効力発生日から１年間です。ただし、期間満了日の１０営業日前までに
お客様又は当社から書面又は電磁的方法による契約終了の申出がない限り、この契約は１年間
自動的に延長され、その後もまた同様です。
 お客様の指定証券口座に係る契約が解約された場合その他投資一任契約約款第１８条第３項及
び同第２０条に規定される解約事由に該当した場合、この契約以外の当社との契約・取引に係
る約款・規程に規定される解約事由に該当した場合、当社は、直ちにこの契約を解約すること
ができます。又、投資一任契約約款第１８条第２項に規定される解約事由に該当した場合、お
客様へ通知した上で、この契約を解約することができます。
 お客様又は当社は、上述の有効期間中に中途解約を希望する場合は、１０営業日前までに相手
方に対し書面又は電磁的方法をもって当社所定の方法による解約の予告をしなければなりませ
ん。中途解約がお客様によってなされたときは、当社は、解約月の支払済み投資一任運用報酬
を返還いたしません。解約時には、投資対象はすべて売却し現金化いたします。

（変更）

（略） （略）

６　投資一任契約に係る投資判断者等の氏名： ６　投資一任契約に係る投資判断者等の氏名： （変更）
投資一任契約に係る投資判断者等の氏名は、以下のとおりとし、変更がある場合にはお客様に速
やかに通知いたします。
スチュワートボックス・マシュー・ジェイムズ　(Stuart-Box Matthew James)

投資一任契約に係る投資判断者等の氏名は、以下のとおりとし、変更がある場合にはお客様に
速やかに通知いたします。
スチュワートボックス・マシュー・ジェイムズ　(Stuart-Box Matthew James)
太田　洋祐
山崎　博章
岡田　慎一郎
小野寺　正喜

（略） （略）

１２　お客様が当社に連絡する方法：
株式会社　お金のデザイン
カスタマーサポート
電話　0120-287-237
E-mail support@theo.blue

１２　お客様が当社に連絡する方法：
株式会社　お金のデザイン
カスタマーサポート
電話　03-6632-9667
E-mail support@theo.blue

（変更）

投資一任契約締結時交付書面新旧対照表
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